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平成２１年度一般会計・特別会計・企業会計決算の概要 

一般会計

１ 決算規模 

歳入総額  ３２５億４,６３５万円 （前年度比△６.９％）
前年度 ３４９億６,１６１万円

歳出総額  ３０５億１,２３８万円 （前年度比△５.２％）
前年度 ３２１億９,８３４万円

  歳入総額は３２５億４,６３５万円で、前年度に比べ２４億１,５２６万円、６.９％の減少と
なりました。

歳出総額は３０５億１,２３８万円で、前年度に比べ１６億８,５９６万円、５.２％の減少と
なりました。

この結果、繰越事業に充当される財源１億６００万円を除く実質収支額は１９億２,７９７
万円となりました。

〔単位：千円、％〕

区 分 ２１年度 ２０年度 増減額 増減率 １９年度 

歳入総額 ３２,５４６,３５４ ３４,９６１,６１０ △２,４１５,２５６ △６.９ ３７,５４５,７４５

歳出総額 ３０,５１２,３７９ ３２,１９８,３４３ △１,６８５,９６４ △５.２ ３４,７１１,０７８

歳入歳出差引 ２,０３３,９７５ ２,７６３,２６７ △７２９,２９２ △２６.４ ２,８３４,６６７

翌年度へ繰り越すべ

き財源 
１０６,００１ ３２５,８６０ △２１９,８５９ △６７.５ ４３７,９３７

実質収支 １,９２７,９７４ ２,４３７,４０７ △５０９,４３３ △２０.９ ２,３９６,７３０

２ 決算の特徴 

（１）前年度に比べて法人市民税が大幅に減少したため、市税が大幅に減少しました。

（市税：１２９億３９３万円）前年度比△３５.６％
（２）市税の大幅な減少に伴う財源を確保するため、財政調整基金を２０億円取り崩し、さらに

減収補てん債等の市債発行額が大幅に増加しました。

（財政調整基金残高：７５億９,１８９万円）前年度比△７.２％
（市債発行額：５６億２,７７０万円）前年度比１４５.８％ 

（３）市税過誤納還付金（還付加算金を含む）が大幅に増加しました。

（３８億８,５２２万円）前年度比３,８５１.８％
（４）歳入の大幅な減少に伴い、ここ数年高い水準で推移していた普通建設事業費は大幅に減少

しました。

（５０億８,４５３万円）前年度比△４４.６％
（５）台風第１８号により被災した施設等の災害復旧事業を行いました。

（４,７２５万円）前年度比 皆増
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３ 歳入決算の状況 

（１）市税

歳入の大半を占める市税は、長引く経済の後退により、１２９億３９３万円、前年度と

比較して７１億３,５７４万円、３５.６％の大幅な減少となりました。
減少の主なものは、法人市民税で、前年度に比べ７１億７８３万円、９３.９％の減と
なりました。

※市税過誤納還付金（還付加算金を含む）が前年度比３７億８,６９１万円増であるた
め、実質的な市税の減少は１０９億２,２６５万円となります。

（２）配当割交付金 

経済の後退に伴う市場規模の縮小等により交付額が減少しました。 

（３）自動車取得税交付金 

低燃費車・低公害車等を対象とする税率軽減措置が影響し減少ました。

（４）地方特例交付金 

自動車取得税の減税に伴う地方自治体の減収補てんとして、交付額が増加しました。 

（５）地方交付税 

普通交付税算定における地域雇用創出推進費の創設、合併特例債等償還金の増加等によ

り増となりました。 

（６）国庫支出金

２４億９３９万円で、定額給付金給付事業費補助金（繰越明許費分）、子育て応援特別

手当交付金（繰越明許費分）、地域活性化・経済危機対策臨時交付金などの増加により、

前年度に比べ４億４,７１４万円、２２.８％の増となりました。 
（７）県支出金 

１１億６,８３８万円で、前年度に比べ７億９,９７８万円の減少となりましたが、農林
水産業費に係る経営構造対策事業費補助金の事業完了に伴う皆減による減少が大きな要

因となりました。 

（８）繰入金 

   財源不足を補うため、財政調整基金を２０億円取り崩しました。 

（９）市債

事業推進や合併後の行政需要の増加に対応するため、合併特例債の活用と今後の財政事

業を見通した臨時財政対策債の発行、さらに市税の減収に対応するための減収補てん債の

発行により、５６億２,７７０万円と、前年度に比べ３３億３,７００万円、１４５.８％の
大幅な増となりました。 

４ 歳出決算の状況 

 主な事業

（１）総務費

市民協働まちづくり事業補助金 （１４９万円）

定額給付金給付 （１０億１,５０６万円）
市税過誤納還付等 （３８億８,５２２万円）

（２）民生費

学校介助員派遣 （３８８万円）

子ども医療費無料（中学生卒業まで） （２億５,１６１万円）
児童手当支給 （５億１,３６６万円）

（３）衛生費

救急医療施設運営費補助金 （３,０００万円）
全国菜の花サミット開催 （３６０万円）

田原リサイクルセンター運営 （６億４,１２２万円）
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（４）労働費

雇用推進（緊急雇用創出等） （５,３５１万円）
（５）農林水産業費

農業経営活性化（新技術導入支援等） （９０５万円）

畑地帯総合農地整備促進事業（谷熊、伊良湖地区） （１,８１１万円）
農村振興総合整備事業（東部、大久保、大草・高松地区） （１億３,３５４万円）

（６）商工費

商業団体支援（プレミアム付商品券発行事業補助金等） （５,７４２万円）
企業立地奨励金 （２億５,１７０万円）

（７）土木費

田原駅周辺整備等 （１０億４,８４８万円）
里山保全推進（あいち森と緑づくり事業等） （２,７０６万円）
緑ヶ丘住宅整備 （３億６,４３６万円）

（８）消防費

大型高所放水車購入（１台） （１億１,５６２万円）
消防団車両整備（２台） （３,１０６万円）
防災ラジオ購入 （８６３万円）

（９）教育費

国際理解教育（英語指導助手設置等） （２,２９３万円）
小中学校施設整備（赤羽根小、清田小及び泉中） （１億３,８０３万円）
福江市民館整備 （１億８,９８４万円）
給食センター施設整備（ＰＦＩ可能性評価調査） （４４９万円）

（10）災害復旧費
台風第１８号関連 （４,７２５万円）

特別会計

給食センター給食費、老人保健医療、国民健康保険、公共下水道事業、農業集落排水事業、田

原福祉専門学校、介護保険、中心市街地商業等活性化事業及び後期高齢者医療の９特別会計の決

算総額は次のとおりです。

歳入決算額は１３６億７,２５１万円で、前年度に比べ１４億５９３万円の減少となりました。
歳出決算額は１３２億３,４９３万円で、前年度に比べ１０億９,８７０万円の減少となりまし

た。

（単位：千円、％）

会 計 

決算額

歳入 歳出 

２１年度 ２０年度 増減率 ２１年度 ２０年度 増減率

給食センター給食費 286,310 282,430 1.4 285,948 282,346 1.3

老人保健医療 65,588 590,556 △88.9 58,555 544,925 △89.3

国民健康保険 7,093,568 7,149,265 △0.8 6,895,835 6,712,424 2.7

公共下水道事業  1,556,833 2,151,555 △27.6 1,444,054 2,039,278 △29.2

農業集落排水事業 833,585 1,039,647 △19.8 768,973 958,338 △19.8

田原福祉専門学校 100,270 133,000 △24.6 100,267 132,951 △24.6

介護保険 3,185,876 3,192,597 △0.2 3,134,511 3,126,754 0.2

中心市街地商業等活

性化事業 
25,006 21,717 15.1 25,006 21,717 15.1

後期高齢者医療 525,471 517,666 1.5 521,776 514,895 1.3

計 13,672,507 15,078,433 △9.3 13,234,925 14,333,628 △7.7
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全会計の決算規模（水道事業会計を除く） 

  歳入総額  ４６２億１,８８６万円（前年度比△７.６％） 
          ２０年度決算歳入総額 ５００億４,００４万円 

  歳出総額  ４３７億４,７３０万円（前年度比△６.０％） 
          ２０年度決算歳出総額 ４６５億３,１９７万円 

企業会計

 水道事業会計 

                      消費税等込み（単位：千円、％） 

区分 ２１年度 ２０年度 増減額 増減率 摘要 

収益的収入 1,254,831 1,474,735 △219,904 △14.9

収益的支出 1,125,420 1,312,121 △186,701 △14.2

差引 129,411 162,614 △33,203 △20.4

資本的収入 54,354 75,519 △21,165 △28.0

資本的支出 482,033 419,994 62,039 14.8

差引 △427,679 △344,475 △83,204 △24.2

健全化判断比率及び資金不足比率

  （単位：％）

区分 ２１年度 ２０年度 早期健全化基準（注） 財政再生基準

実質赤字比率 ― ― １２．１６ ２０．００

連結実質赤字比率 ― ― １７．１６ ４０．００

実質公債費比率 ７．６ ８．６ ２５．０ ３５．０

将来負担比率 ２４．５ １９．３ ３５０．０

資金不足比率 ― ― ２０．００
（注）資金不足比率については、「経営健全化基準」となります。

「―」は赤字又は資金不足がないため数値に現れないことを表す。

他の数値はいずれも早期健全化基準等を下回るため健全な状況であるといえます。


